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リンク番号リンク番号

不正指令電磁的記録に関する罪

作成 提供

取得 保管

電磁的記録不正作出罪・不正指令電磁的記録
供用罪（刑法161条の2）

2101

2301

2302

2303

2304

サイバー犯罪
section

23

Pick Up

不正アクセス
禁止法違反

例 アクセス制御されているサーバに、ネットワーク
を通じて、他人の識別符号を入力して不正に利用
する行為

コンピュータ・電磁的
記録対象犯罪（刑法）

□コンピュータ・ウイルスに関する犯罪として、
　・ 不正指令電磁的記録に関する罪（168の 2、

168の 3） 2301 ～ 2303

□ コンピュータ・システムの機能を阻害し、又はこ
れを不正に使用する犯罪として、
　・電磁的記録不正作出罪（161条の 2） 2304

　・ 支払用カード電磁的記録不正作出罪等（163条
の 2） 2204

　・ 電子計算機損壊等業務妨害罪（234条の 2）
3009 ～

　・電子計算機使用詐欺罪（246条の 2） 3512

　・電磁的記録毀棄罪（258条、259） 3710   3711

その他

例
児童買春禁止法違反
詐欺
著作権法違反
などの様々な犯罪において、コンピュータやネット
ワークをその手段として利用したもの

104

刑法・刑事訴訟法

本書の使い方

sect ion ごとに要点
を pickupした図表が、
理解の助けになります。

新 昇試
サブノート



リンク番号リンク番号

不正指令電磁的記録に関する罪
　いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成等の行為を処
罰するため、平成 23 年の刑法改正で設けられた。
（1）　本罪の客体
　コンピュータ・ウイルス（定義は刑法 168 条の 2第 1
項 1号）と、不正な指令の内容としては完成しているが、
そのままでは PCで動作させ得る状態にないもの（同項
2号。例えば、不正な指令を与えるプログラムのソース
コード）である。
（2）　不正指令電磁的記録作成等罪（刑法168条の2）
　本罪の客体を、正当な理由がないのに、人の電子計算
機における実行の用に供する目的で作成し、又は提供す
ることにより成立する。
（3）　不正指令電磁的記録取得等罪（刑法168条の3）
　正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行
の用に供する目的で、本罪の客体を取得し、又は保管す
ることにより成立する。

電磁的記録不正作出罪・不正指令電磁的記録
供用罪（刑法161条の2）

　電磁的記録は、可視性・可読性という文書要件（ 2101）
が欠け、その不正な作出・供用行為に対して、文書偽造
罪では対処できないことから、昭和 62 年の刑法改正で
設けられた。
　本罪の客体は、人の事務処理の用に供する権利・義務
又は事実証明に関する電磁的記録（公電磁的記録〔2項〕
と私電磁的記録〔1項〕は公文書と私文書に対応する）
である。
　本罪の行為は、人の事務処理を誤らせる目的で、電磁
的記録を不正に作ること（不正作出。1項、2項）、人の
事務処理の用に供すること（供用。3項）である。

2301

2302

2303

2304

section

23

Pick Up

2301 2303

2304

2204

3009

3512

3710 3711

10523　サイバー犯罪

リンク番号リンク番号

文書の意義
「文書」とは、文字又はこれに代わるべき可

か

読
どく

的
てき

符
ふ

号
ごう

を用い、ある程度永続すべき状態において、ある物体上
に記載された意思又は観

かん

念
ねん

の表示であって、その表示の
内容が法律上・社会生活上重要な事項について証拠とな
り得べきものをいう。

名
めい
義
ぎ
人
にん
が判断され

るもの

偽
ぎ
造
ぞう
・変
へん
造
ぞう
の意義
文書における他人の名義を偽

いつわ
ること

有
ゆう
形
けい

内容的に真実に反す
る 無

む
形
けい

本質的部分

2101

2102

section

21

Pick Up

作成権限はあるか？
（名義人と作成者と
の間の人格の同一性
はあるか？）

内容は真実か？

参照用のリンク番号を
付しています。

リンク番号により、参照箇所に素
早くたどり着くことができます。

重要部分は青太字に
なっています。
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法令略称一覧

か 警職法 警察官職務執行法

刑訴規則 刑事訴訟規則

刑訴法 刑事訴訟法

拳銃規範 警察官等拳銃使用及び取扱い規範

国賠法 国家賠償法

国民投票法 日本国憲法の改正手続に関する法律

国民保護法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

国公法 国家公務員法

さ 災対法 災害対策基本法

児福法 児童福祉法

銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法

精神保健福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

組織的犯罪処罰法 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

た 地公法 地方公務員法

地自法 地方自治法

通信傍受法 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

道交法 道路交通法

な 入管法 出入国管理及び難民認定法

は 犯捜規 犯罪捜査規範

犯給法 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関

する法律

風営法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

暴力行為等処罰法 暴力行為等処罰ニ関スル法律

ま 酩酊者規制法 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律



刑法

犯罪と刑罰の法、それが刑法です。



因果関係

不作為犯

正当防衛、緊急避難

正当防衛、緊急避難以外
の違法性阻却事由

責任能力

故意、過失

錯誤

section

1
★

section

2
★★

section

3
★★★

section

4

★★

section

5
★★

section

6
★★★

section

7
★★★

犯罪が成立するためには、
構成要件該当性、違法性、
有責性の要件を全て満たし
ていることが必要です。
1 ～ 2 では、構成要件該当
性に関する問題について扱
います。
3 ～ 4 では、違法性に関す
る問題について扱います。
5 ～ 7 では、有責性に関す
る問題について扱います。
1 以外は、SA・論文とも
に頻出です。しっかり対策
していきましょう。

★は重要度を表します。

刑法総論①



リンク番号

因果関係
section

1

Pick Up

結果実行行為 因果関係

CASE
甲がAを殺害しようとして毒を飲ませたが、毒が効く前に
たまたま大地震が起き、Aは家の下敷きになって死亡した。

●因果関係存否の判断

なし

なし
あ
り

あ
り

既遂

　
　
　未遂

　
　
　

条件関係

相当因果関係

上記CASE

●なぜ因果関係の有無を判断する必要があるのか？

　甲は、殺人の実行行為を行い、Ａ死亡という結果が発生しているが、Ａ死亡
の原因は、毒を飲まされたことではなく、家屋倒壊による圧死である。

このCASEから分かるように
　殺人の実行行為とＡ死亡の結果が認められるだけでなく、さらにＡ死亡の原
因（の少なくとも1つ）が甲の実行行為にあるといえてはじめて、甲に殺人
罪の刑責を負わせることができる。これを検討するのが因果関係論である。

10



リンク番号

因果関係
因果関係とは、実行行為と結果との間に存在する原
因・結果の関係をいう。
実行行為と結果との間に因果関係が存在することによ
って、はじめて構成要件が充足され、犯罪は既遂となる
が、実行行為があっても、発生した結果との間に因果関
係がない場合には、犯罪は未遂にとどまる（未遂処罰規
定があることが前提）。
通常、因果関係が問題になるような事例は余りないが、
行為者が傷害の故意で被害者を 1度殴

おう

打
だ

したところ、た
またま被害者の脳に高度の病変があったため、当該暴行
により脳組織が崩壊し死亡した（最判昭 25.  3  .13）など、
犯罪行為時に特殊な事情が存在した場合や、犯人が被害
者に傷害を加えた後に無関係の第三者が被害者にさらに
暴行を加えた（最決平  2  .11.20）など、犯罪行為後に特
殊な事情が存在した場合に問題となる。

因果関係存否の判断
（1）　条件説
実行行為と結果との間に「あれなければこれなし（そ
の行為がなかったならばその結果が発生しなかったであ
ろう）」という条件関係が認められる限り、因果関係が
認められるとする説である。
（2）　相当因果関係説
社会生活上の経験則に照らして、通常その行為からそ
の結果が生ずることが相当であると認められる場合に因
果関係の存在を認めようとする説であり、従来の通説で
ある。条件関係が認められても、そのような結果の発生
が社会通念上異常であるというときには相当因果関係が
否定され、当該結果はその行為に基づくものではないと
される。

0101

0102

111　因果関係



リンク番号

因果関係についての判例の判断
判例は、従来、条件説を採用しているといわれてきた

（一部には、相当因果関係説を採用したとみられるもの
もあったが）。しかし、現在、行為の発生させた危険が
結果へと実現したときに因果関係が認められるとする見
解（危険現実化説）が有力であり、最近の判例にはこの
見解を採用したと思われるものが出てきている。特に被
害者の行為や第三者の行為が結果の発生に影響を及ぼし
ている事例については、条件関係の存在を前提に、具体
的事例の中で、実行行為の危険性等を重視して因果関係
の判断を行っているとされる。
（1）　犯罪行為時に特殊事情が存在した場合
○強盗犯人が老女の顔面を布団で覆って鼻口部を圧迫す
るなどしたところ、老女に心臓疾

しっ

患
かん

があったために急
性の心臓麻痺を起こして死亡した事案
　被害者に心臓疾

しっ

患
かん

という特殊事情がなかったならば
致死の結果が生じず、犯人が犯行時に特殊事情がある
ことを知らなかったとしても、犯人の暴行と特殊事情
が相まって致死の結果を発生させたと認められるとし
て、因果関係を肯定した（最判昭 46.  6  .17）。

（2）　犯罪行為後に特殊事情が存在した場合
○自動車を運転していた甲が、自転車で通行中のＡと衝
突し、自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これ
に気づいた同乗者乙が、Ａの身体を引きずり降ろし、
道路上に転落させ、Ａが自動車との衝突及び道路への
転落によって頭部等に傷害を負い死亡した事案
　乙がＡの身体を引きずり降ろす行為は通常予期でき
るものではないとして、因果関係を否定した（最決昭
42.10.24）。
○甲がＡに暴行を加えた後、Ａを大阪南港に放置してい
たところ、何者かが更にＡを殴りつけ、これによりＡ

0103

12
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